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調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　
無
作
為
抽
出
し
た
20
歳
以
上
の
男
女
千
名

の
市
民
に
対
し
、
12
月
初
旬
か
ら
調
査
票
を

郵
送
し
ま
す
。

　
調
査
票
が
届
い
た
市
民
の
皆
様
に
は
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

問
　
市
民
課
　
℡
22 

ー 

３
５
５
８

■
市
役
所
・
市
立
病
院
・
保
健
セ
ン
タ
ー

　
12
月
29
日
（
水
）
〜
令
和
４
年
１
月
３
日

（
月
）
は
業
務
を
休
業
し
ま
す
。
休
業
中
は
、

婚
姻
、
出
生
、
死
亡
な
ど
の
戸
籍
の
届
出
に

限
っ
て
、
市
役
所
警
備
室
（
市
役
所
１
階
駐

車
場
入
口
）
に
て
受
付
し
ま
す
。

　
市
立
病
院
で
の
緊
急
時
の
診
察
等
に
つ
い
て

は
℡
82 
ー 
２
１
５
１
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

■
有
田
地
方
休
日
急
患
診
療
所

年
末
年
始
の
診
療
日
　
12
月
30
日
（
木
）
〜

　
令
和
４
年
１
月
３
日
（
月
）

時
間
　
10
時
〜
16
時

※

受
付
は
15
時
30
分
ま
で

診
療
科
目
　
内
科
・
小
児
科

申
込
先
　
各
清
掃
業
者

受
付
最
終
日
　
12
月
25
日
（
土
）
正
午
ま
で

受
付
開
始
日
　
令
和
４
年
１
月
７
日
（
金
）

　
年
末
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
お

早
め
に
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　
　
有
田
市
清
掃
組
合
　
℡
83 

ー 

６
４
５
４

※

平
日
　
８
時
30
分
〜
正
午

　
年
末
年
始
の
ご
み
収
集
は
、
特
別
収
集
体

制
で
実
施
し
ま
す
。
令
和
４
年
の
ご
み
出
し

カ
レ
ン
ダ
ー
を
ご
確
認
の
う
え
、
お
間
違
い

の
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
ご
み
の
持
込
み
に
つ
い
て
は
、
年
末
年
始

は
混
雑
し
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
願
い
し

ま
す
。

問
　
生
活
環
境
課
　
℡
22 
ー 
３
５
６
５

■
特
定
健
診

対
象
者
　
今
年
度
40
〜
74
歳
の
国
保
加
入
者

内
容
　
問
診
・
診
察
・
身
体
測
定
・
血
圧
測
定
・

尿
検
査
・
心
電
図
・
血
液
検
査

■
が
ん
検
診

対
象
者
　
今
年
度
に
40
歳
以
上
に
な
る
市
民

※

受
診
で
き
る
検
診
は
、
が
ん
検
診
受
診
券

に
記
載
し
て
い
ま
す
。

検
診
種
別
　
胃
が
ん
・
大
腸
が
ん
・
肺
が
ん
・

乳
が
ん
・
肝
炎
ウ
イ
ル
ス

　
　
健
康
課
　
　
　
　
℡
22 

ー 

３
５
１
２

　
　
保
健
セ
ン
タ
ー
　
℡
82 

ー 

３
２
２
３

　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
市
か
ら
次

の
方
々
が
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

　
黄
綬
褒
章
（
業
務
精
励（
食
品
製
造
業
））

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
成
戸 

文
子 

氏

　
藍
綬
褒
章
（
社
会
福
祉
功
績
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
森
川 

文
夫 

氏

　
市
の
人
権
施
策
推
進
・
男
女
共
同
参
画
に

関
す
る
取
り
組
み
を
推
進
し
て
い
く
た
め

に
、
皆
様
の
考
え
を
お
聞
き
す
る
市
民
意
識

令
和
３
年
秋
の
褒
章

市
民
意
識
調
査
を
実
施
し
ま
す

年
末
年
始
の
状
況

年
末
年
始
の
ト
イ
レ
の
汲
み
取
り

年
末
年
始
の
ご
み
の
収
集
・
持
込
み

今
年
度
、
最
後
の
集
団
健
診
で
す
！

　
　
　
健
診
は
も
う
受
け
ま
し
た
か
？

Arida Information
～有田市からのおしらせ～

人口・世帯数
【令和3年 11月 1日現在】

人口　26,795人（前月比-36人）
男　12,751人　女　14,044人
世帯数　11,731戸

お
し
ら
せ

ごみの種類
環境センター
（℡ 52-5384）

１月５日（水）
８時30分～

有田再生資源協同組合
　　㈱古勝　吉備工場

１月４日（火）
９時～有田再生資源協同組合

　　㈱古勝　本社

　℡ 52-2002

　℡ 63-1131（　　　　　　　　）
（　　　　　　　　）

（資源ごみ）新聞・雑誌・ 清掃センター
（℡ 82-5747）

１月４日（火）
８時30分～

ごみの種類

持込み先

申込み先

年末最終日

受付最終日

年始開始日

受付開始日

燃えるごみ・粗大ごみ・
その他の不燃物

プラスチック

ビン・缶・ペットボトル

段ボール・古布・古着

粗大ごみ 清掃センター
（℡ 82-5747）

12月30日（木）
15時まで

12月29日（水）
17時まで

12月28日（火）
17時15分まで

12月23日（木）
17時15分まで

１月４日（火）
８時30分～

実施日 健診場所 申込締切日

ＪＡありだ
宮原支所

１月23日（日） １月11日（火）保健センター

２月６日（日） １月24日（月）保健センター

１月27日（木） １月14日（金）

受付時間　８時～９時
※すべて無料です。
※事前に予約が必要です。
　電話またはWebで
　お申込みください。

「誰か」のこと  じゃない。 第73回人権週間  12月4日（土）～10日（金）　
それぞれの個性や生き方の違いを大切にして、すべての人の人権が尊重される豊かな社会をつくりましょう。

問

問 問

問

な
る

と

ふ
み

こ

も
り
か
わ

ふ
み

お

令
和
３
年
度

　
固
定
資
産
税
（
第
３
期
）

　
国
民
健
康
保
険
税
（
第
６
期
）

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
第
６
期
）

　
介
護
保
険
料
（
第
６
期
）

　
　
納
期
限
は
12
月
27
日
（
月
）
で
す
。

⑦ ARIDA　2021. 12

　
令
和
３
年
４
月
１
日
時
点
で
年
金
を
受
給

中
で
新
た
に
給
付
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
方
に
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
請
求
書

が
送
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
請
求
書
を
提
出
し

て
い
な
い
場
合
は
、
給
付
金
を
受
け
取
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。（
す
で
に
給
付
金
を
受

給
さ
れ
て
い
る
方
は
手
続
き
は
不
要
で
す
）

　
ま
た
、
令
和
４
年
１
月
４
日
ま
で
に
請
求

書
が
受
付
さ
れ
る
よ
う
に
提
出
し
な
か
っ
た

場
合
は
、
請
求
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
の
支

払
い
と
な
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
請
求
書

を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　
新
た
に
年
金
を
請
求
さ
れ
る
方
は
、
年
金

の
請
求
手
続
き
を
行
う
際
に
、
合
わ
せ
て
給

付
金
の
請
求
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

℡
０
５
７
０ 

ー 

０
５ 

ー 

４
０
９
２

　
健
康
診
査
は
令
和
４
年
２
月
末
日
ま
で
無

料
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
受
診
券
を

お
持
ち
で
、
ま
だ
健
康
診
査
を
受
け
て
い
な

い
方
は
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
自
身
の
健
康

状
態
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
。

■
健
康
診
査

対
象
　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

検
査
項
目
　
問
診
、
計
測
、
診
察
、
脂
質
、

肝
機
能
、
尿
、
腎
機
能
、
代
謝
系

■
歯
科
健
康
診
査
（
対
象
の
方
に
は
５
月
末

に
受
診
券
等
を
発
送
し
て
い
ま
す
。）

対
象
　
令
和
３
年
３
月
末
で
75
歳
、
80
歳
、

85
歳
の
方
と
90
歳
以
上
の
方

検
査
項
目
　
問
診
、
口
腔
内
検
査
、
口
腔
機

能
検
査

〈
各
種
診
査
共
通
〉

場
所
　
受
診
券
に
同
封
の
一
覧
に
記
載
さ
れ

て
い
る
医
療
機
関

問
　
和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

　
℡
０
７
３ 

ー 

４
２
８ 

ー 

６
６
８
８

　「
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
受
取
を
さ
れ
る
方

（
交
付
通
知
書
が
届
い
て
い
る
方
）」
及
び
、

「
電
子
証
明
書
の
更
新
の
お
知
ら
せ
が
届
い

て
い
る
方
」
で
、
平
日
に
来
庁
で
き
な
い
方

を
対
象
に
、
市
役
所
を
開
庁
し
ま
す
。

日
時
　
12
月
26
日
（
日
）
８
時
30
分
〜
正
午

持
ち
物

【
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
取
】

　
①
交
付
通
知
書
（
は
が
き
）

　
②
通
知
カ
ー
ド
（
お
持
ち
の
方
）

　
③
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
お
持
ち
の
方
）

　
④
本
人
確
認
書
類

※

15
歳
未
満
の
方
は
本
人
と
法
定
代
理
人
の

来
庁
及
び
本
人
確
認
書
が
必
要
で
す
。

【
電
子
証
明
書
の
更
新
】

　
①
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
通
知
書

　
②
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

③
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
暗
証
番
号
を
忘
れ
た
場
合
）

※

住
所
の
変
更
手
続
き
等
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
市
民
課
　
℡
22 

ー 

３
５
６
１

■
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

確
定
申
告
（
ｅ
ー

Ｔ
ａ
ｘ
）

　
所
得
税
・
消
費
税
・
贈
与
税
の
申
告
書
は
、

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
作
成
で
き
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
こ
れ
ま
で
パ
ソ
コ
ン
で
所
得
税
の
申
告
書

を
作
成
し
送
信
す
る
際
に
は
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド

リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
が
必
要
で
し
た
が
、
令
和
４

年
１
月
か
ら
は
、
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
に
表
示

さ
れ
る
二
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
を
対
応
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
で
読
み
取
る
こ
と
で
、
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
が
な
く
て
も
、ｅ
ー

Ｔ
ａ

ｘ
送
信
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、給
与
収
入
が
あ
る
方
や
年
金
収
入
、

副
業
等
の
雑
所
得
が
あ
る
方
、
特
定
口
座
で

の
株
式
等
の
譲
渡
所
得
等
を
申
告
さ
れ
る
方

な
ど
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
タ
ブ
レ
ッ
ト

に
最
適
化
し
た
デ
ザ
イ
ン
の
画
面
で
所
得
税

の
申
告
書
を
作
成
い
た
だ
け
ま
す
。

問
　
湯
浅
税
務
署
　
℡
63 

ー 

５
３
５
１

　
償
却
資
産
と
は
、
土
地
・
家
屋
以
外
の
事

業
用
資
産
（
構
築
物
、
機
械
、
備
品
な
ど
）

の
こ
と
で
す
。
所
有
者
は
、
毎
年
１
月
１
日

現
在
の
資
産
状
況
等
を
市
に
申
告
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
前
年
と
変
更
が
な
い
場
合

で
も
、
必
ず
毎
年
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
方
法
　
税
務
課
へ
申
告
書
を
提
出

　（
郵
送
可
）

※

令
和
３
年
度
分
を
申
告
さ
れ
た
方
に
は
書

類
を
送
付
し
ま
す
。（
12
月
上
旬
予
定
）

※

初
め
て
申
告
さ
れ
る
方
は
書
類
を
お
送
り

し
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※

税
の
特
例
を
申
請
す
る
場
合
は
、
そ
の
申

告
書
を
併
せ
て
提
出
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間
　
令
和
４
年
１
月
４
日
（
火
）
〜

　
　
令
和
４
年
１
月
31
日（
月
）（
郵
送
必
着
）

■
太
陽
光
発
電
設
備
を
設
置
し
て
い
る
方
へ

　
太
陽
光
発
電
設
備
（
太
陽
光
パ
ネ
ル
）
の

多
く
は
事
業
用
資
産
に
分
類
さ
れ
償
却
資
産

の
申
告
が
必
要
で
す
。
個
人
が
住
宅
用
に
設

置
し
た
も
の
で
も
売
電
し
て
い
る
場
合
は
事

業
用
資
産
と
な
り
ま
す
。
次
の
表
で
、
申
告

対
象
に
な
っ
て
い
る
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※

売
電
収
入
は
、
そ
の
所
得
額
を
申
告
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
所
得
金
額
が
20
万
円

以
下
の
給
与
・
年
金
所
得
者
で
あ
っ
て
も
、

市
税
申
告
が
必
要
で
す
。

※

償
却
資
産
の
申
告
対
象
外
と
し
て
い
る
設

備
は
経
費
に
計
上
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
税
務
課
　
℡
22 

ー 

３
５
８
４

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
受
取
・

　
　
　
　
　
更
新
の
た
め
の
休
日
開
庁

お
忘
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
手
続
き

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
の
皆
様

　
　
　
健
康
診
査
は
受
け
ま
し
た
か
？

令
和
４
年
度
償
却
資
産
の
申
告

太陽光発電設備

10キロワット未満

償却資産税申告の対
象外です。
※取得額を経費とし
ている場合は、事業
用となります。

事業用の資産として、売電の有無にかかわら
ず、申告の対象となります。

10キロワット以上

発電量の全量又は余
剰を売電する場合、
事業用資産となり、
申告の対象となりま
す。

設置者

個人

（住宅用）

個人
（事業用）
法人

問　市民課　℡ 22- 3561

問

問
税
務
署
に
行
か
ず
に
確
定
申
告
で
き
ま
す
！

問

問

問


